
　ＪＲ東日本から組織の見直しの提案がされ、国労が求めていた事業場単
位について示されました。国労主張を認め、３６事業本部から１６６事業場
に拡大されていますが、広範囲、多職種に渡るという点で、過半数代表選
挙など疑問があるものとなっています。
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現行働いている職場を事業場ということが概念だと考えるが、
事業所単位ということで、事業本部全体と考えているのか。

関係法令に基づき適切に行っていくこととなるが、事業場という
ものを調整している。法令の趣旨に従ってやっていくしかないと
いうところ。

　会社としては、事業本部全体を一職場と考えていたようですが、規模が
大きい、あまりにも広すぎるなど場所的概念を理由として関係省庁から許
可が下りず、事業本部内のいくつかの職場単位で、統括センター、設備、
車両などにくくる形になっています。


